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育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金に係る事務処理について（通知） 

 

このことについて，地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号）の一部改正に伴い，育児休業支援

手当金及び育児時短勤務手当金が創設され，令和７年４月１日から施行されました。  

ついては，貴所属職員に下記内容を周知いただくとともに，事務処理に遺漏のないようお願いします。 

  

記 

 

１ 育児休業支援手当金 

(1) 概要 

育児休業を開始する組合員が対象期間内に，原則として，両親ともに通算 14 日以上育児休業をした

場合等を満たす場合に，対象期間のうち最大 28 日間，育児休業手当金に加えて，育児休業支援手当金

（標準報酬日額の 13％相当）を支給します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 支給要件  

以下の要件のいずれにも該当する場合に限り，育児休業支援手当金を支給します。 

なお，事例については，別添を参考にしてください。 

ア 組合員が，対象期間(※１）内に通算して14日以上(※２）の育児休業を取得するとき。  

イ 配偶者が，子の出生日から起算して56日を経過する日の翌日までに，通算して14日以上の育児休

業を取得するとき,又はこの出生日の翌日において「配偶者の育児休業等を要件としない場合」（※

３）に該当するとき。 

※１ 対象期間は，以下のとおりとなります。 

(ア) 組合員が当該育児休業に係る子について，産後休業等を取得しなかった場合，子の出生日

から起算して56日を経過する日の翌日まで。 

(イ) 組合員が当該育児休業に係る子について，産後休業等（労働基準法第65条第２項の規定等

による女性を対象とする休業に限る。）を取得した場合，下表のとおり。 

子の出生日 対象期間の開始 対象期間の終了 

出産予定日より前 子の出生日 出産予定日から起算して112日を経過する日の翌日 

出産予定日と同日 子の出生日 子の出生日から起算して112日を経過する日の翌日 

出産予定日より後 出産予定日 子の出生日から起算して112日を経過する日の翌日 

 

※２ 育児休業を施行日より前に開始し，施行日時点で育児休業中である組合員については，施行

日を当該育児休業の開始日とみなして，支給要件の確認を行います。なお，14日には週休日も

含みます。 

 

 

 

 



※３ 子の出生日の翌日時点で次のいずれかに該当する場合は，組合員の育児休業の取得状況のみ

により支給可否を判断します。 

①  配偶者が産後休業等である場合 

②  組合員が配偶者から暴力を受け，別居中である場合 

③  配偶者がいない(配偶者が行方不明を含む）場合 

④  配偶者が組合員の子と法律上の親子関係がない場合 

⑤  配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者ではない場合 

⑥  配偶者が働いていない場合 

⑦  上記以外の理由で，配偶者が育児休業を取得できない場合 

 

(3) 支給対象外となる場合  

以下のいずれかに該当する場合は、支給対象外となります。  

ア 組合員が取得する育児休業であって，育児休業手当金が支給されるものを合計２回以上する場合 

に該当しない場合における２回目以後の育児休業(※４) 

イ 同一の子について，組合員が５回以上の育児休業を取得した場合における５回目以降の育児休業  

ウ 同一の子について，組合員が取得した育児休業ごとに，当該育児休業の開始日から当該育児休業 

の終了日までの日数を合算して得た日数が28日に達した日以降の育児休業 

※４ 組合員が取得する育児休業であって，育児休業手当金が支給されるものを合計２回以上する

場合（分割取得）は，２回目以後の育児休業であっても育児休業支援手当金は支給要件を満た

せば支給される。 

 

(4) 支給期間及び支給額  

ア 支給期間  

育児休業の開始日から28日間  

※  育児休業支援手当金は週休日について支給されないことから，当該手当金の支給日数は28日 

よりも少なくなりますので，御留意ください。 

イ 支給額  

標準報酬日額の13％に支給日数（週休日を除く。）を乗じた金額を支給します。ただし，標準報 

酬日額の13％が給付上限日額を超える場合，給付上限日額に支給日数を乗じた金額を支給します。 

※  給付上限日額は令和７年４月１日は2,781円，令和７年８月１日から2,855円。（毎年改定） 

 

              標準報酬日額        支給率                  支給日数 

   支給額    ＝   短期掛金の標準    ✕              ✕      支給期間のうち， 

             報酬月額の１/22             13％               週休日を除いた日数 

                        (10円未満四捨五入)   （円未満切捨て）   

又は 

 

             給付上限日額         支給日数    

   支給額    ＝            ✕  支給期間のうち， 

                2,781円       週休日を除いた日数 

 

(5) 請求手続  

ア 提出書類  

(ア)  育児休業支援手当金請求書〔整理番号20-３〕〈様式新設〉 

(イ)  育児休業の対象となる子の出産予定日が確認できる書類（母子健康手帳の写し等） 

(ウ)  世帯全員の住民票の写し（組合員の配偶者であることを確認するため続柄が記載されたもの） 

(エ) 配偶者の状況について証明できる書類 

（育児休業支援手当金請求書〔整理番号20-３〕の裏面を参考にしてください） 

 

イ 請求方法  

原則として，育児休業手当金と同時に請求してください。ただし，育児休業手当金を既に請求し 

   ている場合は，別途請求しても差し支えありません。 

 



 (6) その他  

雇用保険法の規定による出生後休業支援給付金が支給される組合員については，公立学校共済組 

合から育児休業支援手当金は支給されません。 

  

２ 育児時短勤務手当金 

(1) 概要 

２歳未満の子を養育するために育児時短勤務（部分休業も含む。以下同じ。）を開始する組合員が，

一定の要件（支給対象月における報酬の額が支給限度額未満であること等）を満たす場合に，育児時短

勤務手当金を支給します（支給額：支給対象月に支払われた報酬の額のうち最大で 10％）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 支給要件 

組合員が，２歳に満たない子を養育するため，育児時短勤務の承認を受けて勤務時間を短縮した場

合に給付されます。 

※ 育児時短勤務を施行日より前に開始した組合員であって，施行日時点において現に当該勤務をし

ているものについては，施行日を当該組合員が育児時短勤務を開始した日とみなします。 

  

(3) 育児時短勤務手当金を支給しない場合 

  ア 支給対象外となる場合 

支給要件に該当しない者のほか，次の（ア）から（エ）のいずれかに該当する場合も育児時短勤 

務手当金は支給対象外となります。 

(ア) 同一の育児時短勤務について雇用保険法の規定による育児時短就業給付金，高年齢雇用継続基

本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができるとき。 

(イ) 支給対象月における報酬月額が，育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬の月

額以上であるとき。 

（ウ) 支給対象月における報酬月額が，雇用保険法に定める支給限度額以上であるとき。 

(エ) 支給対象月における育児時短勤務手当金の額として算定された額が，雇用保険法に定める最低

限度額を超えないとき。 

 

  イ 支給開始後に支給対象外となる場合 

支給要件に該当する者が，次の（ア）から（ク）までのいずれかの事由に該当することとなった場

合，当該事由に該当することとなった日（（キ）又は（ク）に該当することとなった場合はその前日）

後は，育児時短勤務手当金は支給しません。 

   (ア) 子が死亡したとき 

(イ) 子と離縁又は養子縁組を解消したとき 

(ウ) 子が他の者の養子となったことその他の事情により当該子と同居しないこととなったとき 

(エ)  特別養子縁組の成立の審判が確定することなく終了したとき，又は養子縁組里親である組合員

への委託の措置が解除されたとき 

(オ) 組合員の疾病，負傷又は身体上若しくは精神上の障害により，子が２歳に達するまでの間，当

該子を養育することができない状態になったとき 

(カ) 育児休業時短勤務に係る子が２歳に達したとき 

(キ) 産前産後休業，介護休業又は育児休業をする期間が始まったとき 

(ク) 新たな育児時短勤務をする期間が始まったとき 

 

 

 

 



(4) 支給期間及び支給額 

  ア 支給期間 
育児時短勤務に係る子が２歳に達する日の前日の属する月まで支給します 

（なお，(３)のイに月途中に該当した場合，その月まで支給対象とする。） 

 

  イ 支給額 

支給額 ＝ 【 支給対象月に支払われた報酬の額 】 × 以下の区分に応じた支給率（※３） 

区分 支給率 

支給対象月に支払われた報酬の額が，育児時短勤務を開始した

月における標準報酬の月額（※１）の 90/100 に相当する額未満

であるとき 

 
10 / 100 

支給対象月に支払われた報酬の額が，育児時短勤務を開始した

月における標準報酬の月額（※１）の 90/100 に相当する額以上

100/100 に相当する額未満であるとき 

10/100 から一定の割合で

逓減するように総務省で

定める率（※２） 

※１ 育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬月額が，基準報酬月額相当額を超え

る場合は，基準報酬月額相当額となります。 

※２ 総務省令で定める率の算出方法は次のとおりです。 

総務省令で定める率 ＝{ア －（ イ ＋ ウ ）}÷ イ 

(計算結果の小数点第３位を四捨五入して，小数点第２位まで求めます。) 

ア 育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬の月額（※１） 

イ 支給対象月に支払われた報酬の額 

ウ ア × （1/100） ×（ エ ÷ オ ）【 エ＝ア－イ ，オ＝ア×10/100】 

    ※３ (３)のアの支給対象外となる場合の(ア)，(イ)，(ウ)に該当する場合，育児時短勤務手当金

の支給はありません。 
 
(5) 請求手続 

次の提出書類を揃えて所属所経由で請求してください。 

ア 育児時短勤務手当金請求書〔整理番号 20-５〕〈様式新設〉 
イ 辞令の写し 
ウ 支給対象月の給与支給内訳書の写し 
エ 育児時短勤務に係る子の生年月日を確認できる書類 

    （例：母子健康手帳、住民票記載事項証明書又は戸籍謄本の写し，若しくは医師の出生証明書等） 
オ 本来の１週間の所定勤務時間を確認できる書類（例：勤務規則又は任用条件等通知書等） 
 

 
 
 
 

問合せ先 

公立学校共済組合鹿児島支部 

 年金給付係 中村 

 ℡：０９９－２８６－５２２０ 



（別添）

原則として，１及び２の要件のいずれにも該当する場合のみ支給します。

１　組合員の育児休業期間について（通知文１（２）ア関係）
（１）　産後休業等を取得しなかった場合
      ア　支給要件を満たす場合
（事例１) 育児休業期間が14日以上であるとき

　 （出生日）

⇒支給対象期間は出生日（４／１）から起算して56日
を経過する日の翌日（５／27）まで

（事例２)　育児休業の期間が通算して14日以上であるとき

 　(出生日) 　９日

⇒支給対象期間は出生日（４／１）から起算して56日
を経過する日の翌日（５／27）まで

（事例３)　施行日前から育児休業を開始し，施行日以降の育児休業期間が14日以上あるとき

 （出生日）

⇒支給対象期間は出生日（2／27）から起算して56日
を経過する日の翌日（４／14）まで

イ　支給要件を満たさない場合
（事例１）　育児休業の期間が14日未満であるとき

  （出生日）

⇒支給対象期間内であるが，育児休業の期間が
要件を満たしていない。

（事例２）施行日以降の育児休業期間が，支給対象期間内で14日未満であるとき

　（出生日）

⇒施行日以前に育児休業を取得している場合は，
施行日（４／１）を当該育児休業の開始日とみなす
ことから，４／１～４／７（７日）になり14日未満と
なるため要件を満たしていない。

（２）産後休業等を取得した場合

    ア　支給要件を満たす場合

（事例１）　出産予定日と出生日が同じで，育児休業の期間が14日以上であるとき

（出産予定日及び出生日）              57日

⇒支給対象期間は出生日（４／１）から起算して
112日を経過する日の翌日（７／22）まで

支給対象期間

    支給対象期間

育児休業支援手当金の支給要件について

　　　　　１９日

　　　　　11日

　　　　　　14日

９日

支給対象期間

支給対象期間

支給対象期間

　　　 ７日

      支給対象期間

産後休業等



（別添）

（事例２）　出産予定より前に出産し，育児休業の期間が14日以上のとき

（出生日） （出産予定）     64日

⇒支給対象期間の開始は出生日（３／25）から，
終了は，出産予定日（４／１）から起算して112日
を経過する日の翌日（７／22）まで
※開始日は出生日と出産予定日のいずれか早い日

　 終了日はそのいずれか遅い日から起算した日

（事例３）　出産予定より後に出産し，育児休業の期間が14日以上のとき

（出産予定） （出生日）

⇒支給対象期間の開始は出産予定日（４／１）から，
終了は，出生日（４／８）から起算して112日を経過
する日の翌日（７／29）まで
※開始日は出生日と出産予定日のいずれか早い日

　 終了日はそのいずれか遅い日から起算した日

（事例４）　出産予定と出生日が同じで，施行日以降の育児休業期間が14日以上であるとき

出産予定及び出生日

⇒支給対象期間の開始は出生日（12／23）から，
終了は，出生日（12／23）から起算して112日を経
過する日の翌日（４／14）まで

   イ　支給要件を満たさない場合
（事例１）　出産予定と出生日が同じで施行日以降の育児休業期間が14日未満であるとき

（出産予定及び出生日）

⇒施行日以降の支給対象期間内で取得している育
児休業の期間が14日未満になるため要件を満たし
ていない。

２　配偶者の育児休業期間について（通知文１（２）イ関係）
   ア　支給要件を満たす場合
（事例１）　施行日より前に配偶者が育児休業14日以上取得したとき

（出生日）

⇒配偶者の育児休業の日数については,施行日に
かかわらず,育児休業開始日から起算します。
支給対象期間は出生日（２／17）から起算して56日
を経過する日の翌日（４／14）まで

   イ　支給要件を満たさない場合
（事例1）　出生日から起算して56日を経過する日の翌日までの育児休業の日数が14日未満であるとき

（出生日）

⇒支給対象期間は出生日（４／１）から起算して56日
を経過する日の翌日（５／27）まで

※配偶者が支給対象期間内に産後休業等である場合，配偶者がいない場合など例外あり（通知文１（２）※３関係）

    支給対象期間

　　　　７日

42日

　　　　30日

　　　57日

支給対象期間

支給対象期間

14日

 支給対象期間

　　支給対象期間

　  支給対象期間

産後休業等

産後休業等

産後休業等

産後休業等


